
 

 

申 込 受 付 期 間 

令和５年５月２２日（月）午前９時～令和５年６月９日（金）午前９時（受信有効） 

※ 申込は webフォームに限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 選考区分及び採用予定人員 

(1) 選 考 区 分  歯科医師  

(2) 採用予定人員  １ 名  

 

２ 職務概要 

区 分 主 な 職 務 概 要 

健康福祉局 

保健医療政策部 

・歯科口腔保健事業の企画、調整 

・関係団体等との連絡調整 

・各区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）など庁内

関係部署等との連絡調整 

・歯科健康診査、健康指導、相談業務への従事 

・その他歯科保健医療に関すること 

 

３ 受験資格 

(1) 年齢 

   昭和３４年４月２日生まれ以降の人（定年６５歳） 

(2) 資格 

歯科医師免許を有する人で令和５年９月 1日付け採用に応じられる人 

  （ただし、平成１７年度以降の卒業者については、歯科医師法第１６条の２に規定する臨床研

修を修了していること。） 

(3) 地方公務員法第１６条の欠格条項に該当する者（民法の一部を改正する法律（平成１１年法律

第１４９号）附則第３条第３項の規定により、従前の例によることとされる者を含む。）は、

受験できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 

川崎市職員 (歯科医師) 
採用選考受験案内 

川崎市総務企画局人事部人事課 

地方公務員法（抜粋） 

  （欠格条項） 

第 16 条 

 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を

受けることができない。 

１ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

２ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

３ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せ

られた者 

４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政

党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 



 

 

４ 選考科目、日時及び場所 

 選考科目 日時及び場所 

第１次選考 書類審査 申込記載内容（600字程度）により審査します。 

【作文テーマ】川崎市役所で歯科医師業務を志望する理由と抱負 

第２次選考 面接考査 （日時） 

令和５年６月２６日（月）～令和５年６月２８日（水）のうちいずれか１日 

※ 日時、場所等の詳細については第１次選考合格者にメールで通知しま

す。 

 ※ 試験会場への問合せ、自動車、バイク、自転車等での来場は禁止します。 

 

５ 申込手続（持参による受付は行いません。） 

申込方法 本市ホームページから Webフォームにアクセスし、必要事項を全て入力

し、申込を行ってください。 

【URL】https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000151258.html 

【QRコード】 

 

 

 

 

※ 600字程度の作文があります。 

※ 申込日から３日以内（土曜日・日曜日は除く。）に、メールで受験番

号をお知らせします。３日以内にメールが届かない場合は総務企画局

人事課に連絡ください。 

提出書類 歯科医師免許証 

※ 申込みの Webフォームにデータを添付してください。 

受付期間 令和５年５月２２日（月）午前９時 

～ 令和５年６月９日（金）午前９時（受信有効） 

※ 申込受付期間後の申込は受理できませんので御注意ください。 

 

６ 合格発表 

  合格発表予定日時 

第１次選考 令和５年６月１６日（金） 午前１０時頃（予定） 

第２次選考（最終合格） 令和５年７月７日（金） 午前１０時頃（予定） 

(1) 第１次選考及び第２次選考（最終合格）の発表は、市ホームページに掲載するとともに、合否

にかかわらず総務企画局人事部人事課からメールで通知します。 

(2) メールが延着、不着となる場合もありますので、合否はホームページで確認するようにしてく

ださい。 

(3) 電話やメールによる合否についてのお問い合わせには応じられません。 

(4) 第１次選考合格者には第２次選考（面接）の日時及び場所を併せて通知します。 

(5) 受験資格がないこと又は申込書の記載事項が正しくないことが判明した場合、選考を受けら

れないことがあります。合格している場合、合格を取り消されることがあります。 



 

 

７ 個人別成績情報の提供 

  この選考で不合格となった方に対し、本人から申出があった場合に限り、成績情報を提供しま

す。 

  ただし、申出は次の手順に限ります（電話等は不可）。 

 

対象者 
（本人に限る） 

提供内容 手順 

 
第１次選考 
不合格者 

 

第１次選考の総合順位及び総合得点 

提供希望者は、最終合格発表日から、１

箇月以内（消印有効）に、 

①個人別成績に関する情報提供申出書 

②受験票 

③返信用封筒（84 円切手を貼り、宛先

を明記した定型封筒） 

を、次の住所に郵送してください。 

≪申出書郵送先≫ 

〒210-8577 

川崎市川崎区宮本町１番地 

川崎市役所総務企画局人事部人事課 

第２次選考 
不合格者 

第２次選考の総合順位及び総合得点 

（第１次選考及び第２次選考の合算） 

 

８ 採用 

(1) 最終合格者は、本人の意思による辞退や採用するにふさわしくない非違行為等があった場合 

等を除き、原則として令和５年９月１日に採用されます。 

(2) 受験資格がないこと又は提出書類の記載事項が正しくないことが判明した場合、採用され 

ないことがあります。また、資格・免許取得見込みの人で、取得できない場合は採用されません。 

(3) 日本国籍を有しない人で、就職が制限されている在留資格の人は採用されません。 

 

９ 給与、休暇等〔令和５年４月１日現在〕 

(1) 給 与  

   ・「川崎市職員の給与に関する条例」の規定に基づき支給します。 

   ・初任給は、歯科医師免許取得日により、一定の基準に基づいて決定されます。 

（例１）医歴 20年、課長級での採用の場合 年収 1,270万円程度 

（例２）医歴 10年、係長級での採用の場合 年収 990万円程度 

   ・上記のほか、通勤手当（１箇月あたり最高 55,000円）、扶養手当、住居手当（１箇月あたり

最高 25,200円）、時間外勤務手当等が該当者に支給されます。 

   ・昇給は原則年１回です。 

(2) 勤務時間 

   午前８時３０分から午後５時１５分まで（休憩時間１時間を含む。） 

   週３８時間４５分 

(3) 週休日・休日 

  日曜日、土曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

 

 



 

 

 (4) 休暇制度等 

   ・年次休暇 １年度につき２０日（年間最大４０日） 

   ・夏季休暇（５日間）、結婚、出産、育児、忌引、子の看護、職員の育児参加、短期介護、不

妊治療などの特別休暇のほか育児休業制度、育児短時間勤務制度、介護休暇等があります。 

(5) 福利厚生  

   ・共済組合の各種給付、年金制度等があります。 

 

  ただし、上記の内容は、条例等の改正（給与改定等）により、変更されることがあります。 

 

10 問い合わせ先等 

  川崎市役所総務企画局人事部人事課 

（〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地） 

電話：044-200-2127（直通） FAX：044-200-3753 

  ※ お問い合わせの際は「歯科医師選考について」とお伝えください。   

合格発表等選考情報は、下記ホームページＵＲＬから閲覧できます。 

    【https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000151258.html】  


